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１ 基本理念 

 

志摩市は、豊かな自然と豊富な食材、多様な地域文化に恵まれ、人、
物、文化など多方面にわたり多くの潜在的な資源を有します。そうした
資源を活用し、これまでも地域の特性を生かした学校教育や社会教育
が推進されてきました。しかしながら、昨今の少子高齢化の波は志摩市
も例外ではなく、子どもの減少、生産年齢人口の減少が、教育のあり方
や働き方、地域のあり方にも大きな影響を与えています。 
 
 このような地域の情勢に加え、AI に代表される急速な情報化や価値
観の多様化の流れの中、先の見えない予測困難な社会情勢があります。
こうした時代を生きていくためには、現状を的確に把握し、自ら判断し、
行動する力が求められます。そのために本市として、「自立」「つながり」
「発信」という 3 つの力の育成を基本に、生涯にわたって学ぶ機会を
確保していくことをめざします。そして、志摩市教育大綱にある、「し
まらぶ 未来を創る人づくり」の実現に向け、市民一人ひとりが郷土へ
の誇りと愛着を持ち、主体的に地域や社会に参画することをめざすこ
とが、地域における様々な課題の解決と志摩市の発展につながり、一人
ひとりのまた、志摩市全体のウェルビーイング*の実現につながると考
えます。 
 
 本計画は、これまで積み上げてきた SDGs の取組を継承し、「誰一人
取り残さない」持続可能な社会の創り手を育成することを目的として
います。そのため、安全で安心な環境のもとで、一人ひとりが多様性を
認め合い、それぞれの可能性を伸ばし、生涯にわたって学び続けること
により、「未来を創る人づくり」を推進することを基本理念とします。
また、令和 3 年に策定した「志摩市教育推進計画〔第Ⅱ期〕」の成果と
課題を検証し、さらなる取組を進めるために、次の 4 つを基本目標と
して設定し、その実現に向けた指針を示します。 
 

１ 誰もが大切にされる教育 

２ 一人ひとりの可能性を伸ばす教育 

３ 地域を誇り、生涯にわたって学び続ける教育 

４ 未来を創る人材を育む教育 
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〇４つの基本目標を推進することで「自立」「つながり」「発信」の３つの力を育む。 

 「自立」 

自分のよさや可能性を信じ、自分で考えて選択し、行動することができる力。 

自分で課題に向き合い、よりよく進もうとする姿勢を育む。 

 「つながり」 

互いの違いを認め合い、人と支え合いながら学び、成長していく力。 

安心して協力し合い、よりよい関係を築こうとする姿勢を育む。 

 「発信」 

自分の考えや気持ちを、言葉や行動で伝えることができる力。 

周囲に働きかけ、よりよい変化を生み出そうとする姿勢を育む。 

〇３つの力を育み学び続けることで、自己肯定感を高め、自分や他者、地域を大切

にするよりよい未来を創る人づくりにつながる。 

誰もが大切に

される教育 

自立 

地域を誇り、 

生涯にわたっ

て学び続ける 

教育 

一人ひとりの

可能性を 

伸ばす教育 
つながり 発信 

未来を創る 

人材を育む 

教育 

しまらぶ 

未来を創る人づくり 

学び続ける 
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２ 基本目標 

１ 誰もが大切にされる教育 

「誰一人取り残さない」という考え方を土台として、互いの存在や多
様性を認め合い、誰もが安全・安心に過ごせる環境を整え、自己肯定感
と人権尊重の意識を育みます。 
 

２ 一人ひとりの可能性を伸ばす教育 

幼児教育から途切れることのない体系的な学びや、家庭・地域との連
携により確かな学力と豊かな心身を育み、一人ひとりが未来を切り拓
く力を伸ばします。 
 

３ 地域を誇り、生涯にわたって学び続ける教育 

地域への愛着と誇りを育むとともに、生涯学習*やスポーツなどを楽
しむことにより、人と人とのつながりの中で生きがいを感じ、生涯にわ
たり学び続ける人を育てます。 
 

４ 未来を創る人材を育む教育 

めまぐるしく変化する社会に、柔軟に向き合う力を身につけ、自立と
社会参画に向けて必要な力を育むことで、よりよい未来をともに創る
人づくりを推進します。 
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３ 各施策の項目構成 

各施策は、次の内容で構成しています。 

【めざす姿】 

 計画期間に目標とする姿や志摩市の教育のあるべき姿を記述してい

ます。 

【基本的な考え方】 

 各施策の背景や意義とともに、「めざす姿」に向かうためのビジョン

を記述しています。 

【現状と課題】 

 社会情勢や教育行政の現状の分析を通し、各施策における現状と課

題について記述しています。 

【取組内容】 

「現状と課題」を踏まえ、「めざす姿」を実現するための具体的な取組

内容を記述しています。「現状と課題」の番号に対応する番号を記載

しています。 

【KPI（重要業績評価指標）】 

 「めざす姿」の実現に向けた施策や取組の達成状況を図るための具体

的な指標を設定しています。 

現状値（令和６年度）と目標値（令和１１年度）を記載しています。 
 ※令和６年度は市内の小中学校は全部で１３校（小学校７校、中学校６校）あります。

令和９年度に浜島中学校は文岡中学校と統合し、全部で１２校になります。 

４ 計画期間 

第３期を令和８年度から令和１１年度までの４年間の計画とします。 

５ 各施策 

４つの「基本目標」を達成するために、２４の「施策」により取組を

進めます。 
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推進します。 
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人権講演会の様子 

第
１
章 

誰
も
が
大
切
に
さ
れ
る
教
育 

 
第１章 

１ 人権教育の推進 

子どもたちが、ありのままの自分をかけがえのない存在としてとらえ、人権尊重の
理念を理解し、多様性を受け入れる豊かな人権感覚を身につけ、人権侵害や差別意
識に気づき、解消に向けて行動できるようになっています。 

学校・家庭・地域が協働し、人権
感覚あふれる学校と社会の実現
をめざし、それぞれの多様性を
認め合い、「誰一人取り残さな
い」包摂的かつ公平で質の高い
教育を促進します。 

  

子どもたち一人ひとりが、あ
りのままの自分をかけがえの
ない存在として肯定的にとら
え、自信と誇りを持って未来
を切り拓けるよう、自己肯定 

豊かな 
人権感覚 

自己肯定感の 

涵養
かんよう

* 

感の涵養
かんよう

を促進する教育を 

様々な人権課題を自分の課
題ととらえ、人権を守るため
の行動力を身につけるため、
仲間づくりを核とした人権
学習を推進します。 

 人権尊重の 
行動力 

①社会の変化の中にあっても、子どもたちがお互いを認め合い、多様性を尊重し、差別をな
くす意欲や態度を身につける教育を継続していく必要があります。 

②インターネット上の誹謗中傷や個人情報流出、性的指向・性自認*に関する人権課題、感
染症関連の差別など、現代社会の複雑化・多様化による新たな人権問題への対応が求め
られています。 

③部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、多様な人々が互いを認め合い、尊重し
合える地域社会づくりの推進が必要です。 

 
 
 
 

④全ての子どもたちの自己肯定感や学習意欲を育むため、教育格差の解消と支援体制の強
化が重要な課題です。 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

１２／１２校 

❶自分をかけがえのない存在と実感し、差別や偏見を見抜き許さ
ない力を育む学習を全ての教科・領域で展開します。 

 
❷部落差別をはじめとする様々な人権問題の解決を自分の課題と

とらえ、自他の人権を守る行動力を身につける学習を推進しま
す。 

 
❸子どもたちが主体的に、自らの体験や考え方を発表する総合的

な活動を通して、人権尊重の生き方を高め合うために、「しまふ
れあい人権フォーラム」を継続的に実施します。 

学校教育における
人権教育の充実 

（ ① ） 

➊市内全ての学校に人権担当の指導主事*を引き続き派遣し、教職
員一人ひとりが確かな人権感覚と、多様な人権問題に対応でき
る専門性を身につけるための実践的な研修を実施します。 

 
❷教職員自身が自分の人権意識を点検し続けるために研修の場と

多様な学びの機会を提供します。 

教職員の 
研修機会の充実 

（ ② ） 
 

差別をなくし 
尊重し合える 

地域社会づくり 
（ ③④ ） 

 

➊人権感覚あふれる学校づくり支援事業により、中学校区を基盤
に学校・地域・教育委員会が連携した人権教育を推進します。 

 
❷子ども支援ネットワークの構築と強化を通じて、教育的に不利

な環境のもとにある子どもたち*を地域全体で支援します。 

人権学習の様子 しまふれあい人権フォーラムの様子 

指導主事の参加のもと、人権教育に関する校内研修を年間 3 回以上実施した学校の数 

現状値（令和６年度） 
 

目標値（令和１１年度） 
 

１０／１３校 
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１．めざす姿 
 

 
 
 
２．基本的な考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．現状と課題 
                     
  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

第
１
章 

誰
も
が
大
切
に
さ
れ
る
教
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第１章 

２ いじめ*見逃しゼロをめざした教育の推進 

全ての教職員が一体となり、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に取り組み、子
どもの SOS を見逃さない｢いじめ見逃しゼロ｣の取組が進んでいます。 

 

全ての子どもたちはかけがえ
のない存在であり、一人ひと
りの子どもの命と人権は最大
限に尊重され、子どもたちの
現在と未来を保障します。 

 

子どもたちに関わる全ての人
が、「いじめはどこでも起こりう
るもの」「どの子もいじめの被害
者にも加害者にもなりうるも
の」という認識のもと、日々の取
組を進めます。 

 
いじめは 

どこでも 

起こりうる 
 

 
人権尊重 

 

①いじめは、いじめを受けた子どもの心身の健全な成長、人格の形成、
その生命・身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。こう
した認識を共有し、いじめをなくすための取組により注力すること
が必要です。 

②全ての子どもたちが、よりよい人間関係を形成し、有意義で安心し
た学校生活を送るためには、子どもたち自身がいじめの防止や解決
に向けて自らできることを主体的に考え行動する力を育むことが
必要です。 

生徒指導提要 
③インターネット上のいじめが深刻化・多様化しており、教職員や保

護者等が発見しにくいいじめが増えています。いじめを早期発見
し、早期に対応できるようにしていくことが必要です。 

④いじめの問題が多様化・複雑化しています。そのため、学校・家庭・
地域での個別の教育力では十分に対応できない状況が生じていま
す。 

危機管理マニュアル 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 

児童会・生徒会の活動の様子 

学校 

地域 家庭 

関係機関 

※当該年度のいじめの認知件数のうち、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」で示された

解消要件を満たすものの割合（志摩市教育委員会調べ） 

いじめの 
未然防止 

（ ①② ） 

❶子どもたちがいじめに関する理解を深め、いじめを自分事として
考え議論し、いじめをなくす心情や判断力等を身につけることが
できるよう、道徳教育や人権教育などをはじめとした学校教育活
動全体を通じて、いじめをなくすための取組を推進します。 

❷子どもたち自身が、学校生活上の問題に対し、主体的かつ自主的
な行動ができるように、学級活動や児童会・生徒会活動等の活性
化を進めます。 

❶各学校の「学校いじめ対策委員会」を中心に、いじめの未然防止、
早期発見・早期対応に取り組み、組織として対応することで、教
職員が抱え込まず、迅速かつ的確な対応を進めます。 

❷いじめの認知には、子どもとの関わりが不可欠だという認識のも
と、日頃から子どもたちとの信頼関係を構築し、積極的な声掛け
や面談を行い、子どもたちの表情や言動など、ささいな変化を見
逃すことなく、いじめを早期に発見して対応します。 

いじめの 
早期発見 

（ ③ ） 

❸年間４回の「一人ひとりが大切にされ
るための生活アンケート*」を実施する
とともに、実施方法の工夫と改善に取
り組むことにより、子どもたちがいじ
めを訴えやすい環境を整えます。 

❹不安や悩みを抱えた子どもたちが相
談できるよう、日頃から相談窓口を周
知したり、周りの大人に相談すること
の大切さを伝えたりすることを通じ
て、子どもたちが、いじめを一人で抱
え込むことがないよう取り組みます。 

❶学校・家庭・地域・関係機関が連携し、子
どもたちを社会全体で支える取組と、児童
相談所、警察、心理や福祉、法律などの専
門人材等の積極的な活用を推進します。学
校間、校種間での連携を図ります。 

学校・家庭・地
域と関係機関と

の連携強化 
（ ④ ） 

 

❷市総合教育センター*では、子ども支援・
教育支援の両輪で、いじめ等の問題行動に
対し、相談、対応、研修体制を構築し、子
ども、保護者、学校、教職員の支援を積極
的に図ります。 

いじめの認知件数に対して解消した件数の割合 

現状値（令和６年度） 
 

目標値（令和１１年度） 
 １００％ １００％ 
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第１章 

３ 特別支援教育の推進 

インクルーシブ教育システム*の理念のもと、多様な子どもたちが互いに認め合い学
び合いながら、一人ひとりの自立と社会参画が進んでいます。 
 

インクルーシブ教育システム
の理念に基づき、子ども一人
ひとりの特性やニーズを把握
し、個々の持つ力や可能性を
最大限に引き出すための、き
め細やかな指導と支援を行い
ます。 

将来、子どもたちが自立し、社
会の一員として参画できるよ
う、学びの場や地域との連携
を深めながら、知識・技能・社
会性を育みます。 

  
自立と 

社会参画 
きめ細やかな 
指導と支援 

①特別な支援を必要とする子ども*たちの
数は年々増加しており、個々の教育的ニ
ーズに応え、子どもたちが自立と社会参
画に必要な力を身につけられるよう、早
期からの一貫した指導・支援を行う必要
があります。 

②特別な支援を必要とする子どもたちはど
の学校にもいるという考えから、全ての教
職員の特別支援教育に関する知識・技能を
高めることが必要です。 

③特別な支援を必要とする子どもたちが、就
学や進学等による環境の変化に左右され
ず、安心して学ぶことができるよう、就学
前から卒業後に至るまでの切れ目のない
支援が求められています。 志摩市「子育て支援のための

パンフレット」より 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 

 

 

❶各学校の校内支援委員会*を中心に、個別の教育的ニーズを持つ
子どもたちに「個別の教育支援計画*」と「個別の指導計画*」
を作成し、きめ細やかな支援を推進するとともに、通常の学級
では「授業のユニバーサルデザイン化*」を進め、ともに学び支
え合う環境を築きます。 

一人ひとりの 
ニーズに応じた 

指導と支援 
（ ① ） 

 

❷特別な支援を必要とする子どもたちへの適切な教育支援のため
に、介助員や学習支援教員の配置を継続します。 

❸特別な支援を必要とする子どもたちが適切な支援を受けられる
ように、関係する医療機関、特別支援学校、児童相談所、市の
関係部署などと連携し、就学前の教育相談や教育環境の整備に
努めます。 

❶子どもたちの特性に応じた適切な指導・支援の中心となる特別
支援教育コーディネーターを対象とした研修会を行い、専門性
の向上と各種研修会の充実をめざします。 教職員の 

専門性の向上 
（ ② ） ❷特別支援学校のセンター的機能*である特別支援教育コーディ

ネーター等による小中学校への教育相談や巡回相談等を活用
し、教職員の特別支援教育に関する専門性向上を支援します。 

❶幼児期から学齢期・社会参画に至るまで、
「はぐくみファイル（志摩市版パーソナ
ルファイル）*」や「CLM と個別の指導計
画*」を活用し、必要な支援や情報を円滑
かつ確実に引き継ぐことができる体制を
構築します。 切れ目のない 

支援体制の充実 
（ ③ ） ❷本人や保護者が就学先となる学びの場を

適切に選択することができるよう、丁寧
に情報を提供したり、相談に応じたりす
るなど、就学前に小学校等と教育委員会
において連携した就学支援を行います。 

「はぐくみファイル」 

特別支援教育に関する校内研修を実施した学校の数 

 

目標値（令和１１年度） 現状値（令和６年度） 
    １１／１３校 

 

１２／１２校 

 



11 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．めざす姿 
 

 
 
 
 
２．基本的な考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．現状と課題 
                     
  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第
１
章 

誰
も
が
大
切
に
さ
れ
る
教
育 

第１章 

４ 不登校の子どもに対する支援の推進 

｢不登校の子どもの孤立ゼロ｣の理念のもと、学校、家庭、地域、関係機関が連携した
支援により、様々な居場所が確保され、子どもたちが社会的に自立することが共通の
目標として取り組まれています。 

不登校の子どもたちが社会的自
立心を身につけられるよう支援
するとともに、様々な居場所を
整備することで、「不登校の子ど
もの孤立ゼロ」の達成をめざし
ます。 

全ての子どもたちが安心して
過ごせるよう、魅力ある学校
づくりを推進し、学校、家庭、
地域、関係機関が一体となっ
て不登校の子どもたちへの支
援を実施します。 

  

自立の支援 
と 

居場所の 
確保 

魅力ある 
学校づくりと 

連携 
 

「共助」 

①スクールカウンセラー*やスクールソーシャルワー
カー*を全学校に配置し、学校の実情に合わせた相
談や支援活動を行い、市総合教育センターにおいて
も、不登校の子どもたちやその保護者、教職員の相
談や支援に当たっていますが、不登校の背景が多様
化・複雑化し、今後も個々の子どもの状況に応じた
支援方法を考えていく必要があります。 

②教育支援センター（ふれあい教室）*や児童相談所
をはじめとする関係機関との、さらなる緊密な連携
が求められています。 

③「教育支援センター（ふれあい教室）」・「ほっとるー
む」・「結」*など、不登校の子どもたちの居場所は
いくつか整備されていますが、そうした居場所にも
行けない子どもたちへの支援や個々のニーズに応
じたさらなる支援の拡充も必要です。 

「ほっとるーむ」の活動 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 

 

※学校内のスクールカウンセラーや、学校外の関係機関（教育支援センター〔ふれあい教室〕、市総合教育セ

ンター、ほっとるーむ、結、こども家庭課、医療機関等）と関わっている不登校の子どもたちの割合。 

※学校と不登校の子どもたち・家庭と確実に連携した上で、専門的な関係機関等との関わりも図る。 

※不登校の子どもたちの状況によっては、既に今後の見通しが持てており、関係機関等との関わりが不要なケ

ースもある。 

 

 

❶「不登校の子どもにとって居心地のよい学校は、全ての子ども
たちにとって居心地がよい」という視点から、子どもたちが安
心感や充実感を得られる魅力ある学校づくりを支援します。ま
た、小中学校間の情報共有を徹底し、途切れのない支援体制を
構築します。 

魅力ある 
学校づくりと 

支援体制の強化 
（ ① ） 

 

❷不登校支援担当を中心に、管理職や生徒指導担当と連携し、校
内全体での組織的な対応と支援を推進します。必要に応じてケ
ース会議を開催し、臨床心理士や関係機関と連携して支援策を
検討し対応に努めます。 

❶学校外の居場所にもつながっていない不登校の子どもたちにつ
いて、学校と家庭が連携し、具体的な支援の方法を話し合いな
がら適切な支援を検討し対応に努めます。 

❷不登校、不登校傾向の子どもたちへの効果的な支援と支援の方
向性について共通理解を図るために、教育支援センターの指導
員や相談員による学校訪問や面談、相談活動、臨床心理士によ
る相談活動や事例研修会を行います。 

専門家や 
関係機関との 

連携強化 
（ ② ） 

❸「いじめ不登校連携会議」を中心に、各学校からの事案報告や
不登校・不登校傾向調査等の情報を集約し、実態把握とそれぞ
れの対応を協議することで「不登校の子どもの孤立ゼロ」をめ
ざします。 

❶教室とは別の校内の居場所として、校内教育支援センター的役
割を持つ別室や、オンラインを活用した学習支援や相談等の環
境整備に努めます。 個々のニーズに

応じた 
居場所づくり 
（ ③ ） 

❷不登校の子どもたちの学校外の居場所においても、子どもたち
が社会的自立や自己肯定感を高める活動を安心して行うこと
ができるよう、その子どもの意思を尊重しながら、個々の子ど
もや家庭の状況に応じた支援を進めます。 

「結」の活動の様子と作品 

専門的な関係機関等と関わっている不登校の子どもたちの割合 

目標値（令和１１年度） 
 

現状値（令和６年度） 
 １００％ 

 
７０．８％ 
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第１章 

５ 防災・減災教育の推進 

学校・家庭・地域・関係機関が連携し、子どもたちの安全、安心が確保され、防災・
減災教育の推進により、子どもたちが主体的に判断し、行動できる力が身についてい
ます。 
 

 

子どもたちが自らの命を自ら
守る「自助」の力を身につけ、
家族や地域の一員として主体
的に行動できる「共助」の力
を育みます。 

 

学校・家庭・地域・関係機関が一
体となり、発災時の迅速な対応、
安全確保、安否確認、引き渡し、
そして円滑な学校再開まで、切
れ目のない防災・減災体制を確
立します。 

「自助」 
と 

「共助」 

迅速で 
切れ目のない 

体制 

①南海トラフ地震や津波、台風、集中豪雨等、大規模災害から子どもたちが自分の命を守る
力を身につけるため、学校における防災・減災教育を効果的に推進する必要があります。 

②学校と家庭・地域が協働して、災害時に子どもたちが地域の一員として行動できる力を
育成する必要があります。 

③教職員の防災・減災教育の指導力を高めるとともに、大規模災害が発生した場合に備え、
教職員の実践的な災害対応力の向上を図ることが必要です。また、学校教育を速やかに
再開するための体制を整えることが必要です。 

防災タウンウォッチング 避難訓練 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 
 
 

１２／１２校 

 

学校 

地域 家庭 

関係機関 

※保護者や自治会に、避難訓練や、タウンウォッチング、地震体験、避難所運営ゲーム HUG、クロスロ

ード等の防災・減災学習を見てもらったり参加してもらったりした学校数 

 

❶防災ノート*を積極的に活用し、県教育委員会やみえ防災・減災
センターと協力し、タウンウォッチングや起震車による地震体
験など、各学校・各学年の実態に応じた実践的かつ体験的な防
災・減災教育を推進します。 

「自助」の力 
を育む実践的な
防災・減災教育

の推進 
（ ① ） 

 
 

❷地震発生時の「まず命を守る行動」を徹底するため、具体的かつ
反射的な行動がとれるよう訓練を強化し、子どもたちが様々な
状況で自ら判断して行動できる力を養います。 

❶発災時の対応や避難訓練の様子を共有し、保
護者や地域の方々の参加・見学を積極的に呼
びかけ、学校と家庭・地域との連携・協力関
係を構築します。 

❸登下校時や地域で過ごす場面での危険箇所や危険区域等を知
り、自助の力を高めるための体験的な学習（防災タウンウォッ
チング、防災マップづくり等）を推進します。 

「共助」の精神を
育む 

防災・減災教育の
推進と地域連携 

（ ② ） 

❷避難所運営ゲーム HUG*やクロスロード*等
の体験的な学習を実施し、子どもたちが主体
的・対話的に防災・減災の意識やスキルを高
めることができるよう支援します。 

❶志摩市防災教育研修会を実施し、各学校の教職員が防災・減災の意識
や指導スキルを高める機会とします。また、専門家との連携により、
災害時の対応力の向上を図ります。 

❷各学校の「大地震時学校マニュアル」を、状況
に合わせて見直し、教職員が迅速・的確に判断・
行動できるよう、安否確認の訓練の充実や保護
者等連絡システムを活用するなど、具体的な手
順に基づいた訓練を徹底します。 

教職員の 
防災・減災教育
の指導スキルと 
対応力の向上 
（ ③ ） 

❸「防災引き渡しカード」を活用した子どもの引
き渡し訓練や安否確認訓練を定期的に実施する
とともに、学校が子どもたちの登下校中や自宅
での避難場所を把握することで、安全で安心で
きる学校づくりを推進します。 

志摩市防災教育研修会 

家庭や地域と連携をした避難訓練や防災・減災学習を実施している学校数 

現状値（令和６年度） 
 

目標値（令和１１年度） 
 １２／１３校 
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第１章 

６ 安全・安心な学校づくりの推進 

子どもたちの安全・安心を守るための環境や制度が充実し、子ども自らが、正しく判
断し行動することで、自分や周りの人の命を守る意識が育っています。 
 

学校・家庭・地域・関係機関が
連携し、子どもたちの命と安
全を守る体制を確立するとと
もに、「誰一人取り残さない」
学校づくりをめざします。 

  

防災・防犯・交通安全・情報リテ
ラシー*・感染症対策・心の健康
など、多角的な視点からの安全
教育を推進し、子どもたちが自
らの命を守り、主体的に判断し
行動できる能力と意識を育みま
す。 

安全教育 
の 

推進 

命と安全 
を 

最優先 

①子どもたちの安全・安心を確保するための計画やマニュアルをより実効的な取組に結びつ
け、組織的・計画的な取組を推進する必要があります。 

②子どもたちが将来にわたって事故や事件の当事者とならないよう、地域全体で子どもたち
を守る取組を進めるとともに、子どもたちが自ら危険を予測し、回避する力を身につける
ための安全教育を充実させる必要があります。 

③自殺予防教育を充実させるとともに、インタ
ーネットを通じて有害情報等に触れたり、犯
罪やトラブルに巻き込まれたりすることの
ないよう、子どもたちを守る取組を進め、豊
かな育ちを支える必要があります。 

④学校施設の経年劣化が見られ、計画的な補修
が必要です。快適性向上やバリアフリー化な
ど、安全・安心な学びを保障できる環境整備
も求められています。 

⑤子どもたちが抱える貧困、虐待、ヤングケア
ラー*といった多様な困難への支援体制や心
のケアのさらなる充実も課題です。 交通安全教室の様子 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

１２／１２校 

 

❶学校を取り巻く環境の変化を踏まえ、危機管理マニュアルが実
効的なものとなるよう、点検・見直しを進めます。 

❷学校施設・設備、通学路の危険箇所を定期的に点検し対策を講
じます。また、不審者等の情報も警察等と連携して情報共有し、
保護者へ迅速に提供します。 危機管理体制の

強化 
（ ①② ） ❸専門機関と連携した防犯教室・訓練を計画的に実施し、地域に

おける日常の防犯活動を促進します。引き続き「こどもを守る
所*」への協力依頼も行います。 

❹子どもたちの登下校安全確保のため、見守り活動を行うボラン
ティアを募り、地域ぐるみの安全体制を構築します。 

❶心の健康維持のため、「SOS の出し方に関する教育を含む自殺
予防教育*」や「生命（いのち）の安全教育*」を推進します。
また、教育相談やスクールカウンセラーによるカウンセリング
を活用し子どもたちの心のケアを充実させます。 多角的な 

安全教育 
（ ③ ） ❷子どもたちが有害情報等に触れたり、犯罪やトラブルに巻き込

まれたりすることのないよう、「ネットトラブル防止教室」等、
インターネットの適正利用に係る教育を推進します。 

❶子どもたちが安全・安心な学校生活を送れるよう、計画的な保
全改修を行い、学校施設の長寿命化を図ります。 

教育環境の整備
と質の向上 

（ ④⑤ ） 

❷耐震化や空調設備・トイレ改修・バリアフリー化・省エネルギ
ー化を推進し、安全で快適な学習環境を整えます。 

❸就学困難者への援助や奨学金貸与・給付を継続し、経済的理由
による教育格差が生じないようライフステージに応じた切れ
目ない支援をします。 

講師を招いた「生命（いのち）の安全教育」の授業を実施した学校数 

現状値（令和６年度） 
 

目標値（令和１１年度） 
 

１３／１３校 

※講師を招いて身体や心を大切にする学習や性に関する正しい知識を学ぶ学習などの授業を実施した

学校数。 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．めざす姿 
 

 
 
 

 
２．基本的な考え方 
 
 
 
 
 
 
 
３．現状と課題 
                     
                                
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
幼稚園等での活動の様子 

第
２
章 

一
人
ひ
と
り
の
可
能
性
を
伸
ば
す
教
育 

 
第２章 

１ 幼児教育の推進 

子どもたちが安定した情緒の元で自分を発揮できるとともに、遊びや様々な体験を通
して、自立心や協調性を身につけています。 

幼稚園・保育所・認定こど
も園（以下「幼稚園等」と総
称します）と小学校との交
流等、小学校教育への円滑
な接続に向けた取組を推進
します。 

  

子どもたちが心豊かにたくま
しく成長できるよう、社会の
変化に柔軟に対応した教育・
保育環境を整備します。 

教育・保育 
環境の整備 

小学校への 
円滑な接続 

①幼児期は遊びや生活の中での体験を通し、その後の生涯にわたる生きる力の基礎を培
う大切な時期であり、幼児教育のより一層の質の向上を図る必要があります。 

②幼児期から児童期への教育の連続性を確保し、子どもたちが小学校生活に円滑に適応
できるよう、さらに就学に向けた切れ目のない連携を図っていく必要があります。 

③核家族化、共働きの増加、地域のつながりの希薄化等の現状を踏まえ、幼稚園等が担
う子育て支援の役割はますます重要になっており、地域の子育て拠点としての役割を
より一層果たしていくことが期待されています。 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園等での活動の様子 

❶体験を通して、学ぶことができる環境づくりに取り組みます。ま
た、子どもの感性を豊かなものにするために、身体感覚を伴う多
様な自然体験・社会体験の機会をより多く持つようにします。 

 

❷幼児教育の多岐にわたるニー
ズに柔軟に対応するために、園
内研修の充実を図り、指導主事
の訪問等を通して、研究保育や
実践記録の検討会を実施しな
がら、教職員の資質・専門性の
向上を図ります。 

 

質の高い 
教育・保育環境

の実現 
（ ① ） 

❸市の関係機関等と連携して、
子どもの発達の姿、指導の方
法等について検討し、教育活
動の向上に努めます。 

 

❶子どもたちが小学校生活へ
の希望と期待を高め、安心し
てスタートできるよう幼稚
園等と小学校との交流をさ
らに推進します。 

 
❷それぞれの教育活動や指導

方法等の違いについて共通
理解を深め、相互に教育活動
を見学するなどの交流や合
同研修会等の取組を定期的
に実施していきます。 

 

３年生 

２年生 小学校教育への 
円滑な接続 
に向けた 

取組の推進 
（ ② ） 

１年生 接 

続 年 長 

年 中 

年 少 

市の関係機関 
との連携 

（ ③ ） 
 

❶地域全体で子どもを見守り、子どもの健全育成を図るため、
市の関係機関等と連携を密にし、子育て支援の充実や子育て
の不安解消、負担軽減につなげます。 

校区の幼稚園等と相互に教育活動を見学しあった小学校の数 

目標値（令和１１年度） 
 

現状値（令和６年度） 
 ７／７校 

 

７／７校 
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子どもたち一人ひとりの可能性を引き出し、変化の激しい社会を生き、未来の担い
手となるための｢確かな学力｣の定着をめざした取組が進んでいます。 
 

個々の学力状況に応じた対
応を通じて、子どもたちが分
かる実感を積み重ねること
で、基礎的な知識・技能の習
得をめざすとともに、対話的
な学びの中で思考力・判断
力・表現力等を育みます。 

教員の専門性向上と、ICT*
を有効活用した教育環境の
整備、さらに家庭・地域との
連携を充実させます。 

  
基礎学力の 

定着と 
応用力の育成 

教育の質の 
継続的な 

向上 

①子どもたちの理解の度合いに差があり、子
どもそれぞれに応じた個別最適な学習が求
められています。 

②１人１台端末*の活用は進んでいますが、そ
の活用頻度に課題があり、授業において、情
報収集や発表にとどまらず、思考を深めるた
めのツールとして ICT 機器を効果的に利活
用することが課題になっています。 

③学習時間・生活習慣の改善に向け、学校・家
庭・地域がそれぞれの役割を認識し、一体と
なって取り組んでいく必要があります。 

校内研修の様子 

第２章 

２ 確かな学力の育成 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 
 
 

❶子どもたち一人ひとりが「確かな学力」を身につけられるよう、
校内での授業公開や研究授業を定期的に実施し、「主体的・対話的
で深い学び」の視点を取り入れながら、指導力の向上を図ります。 

❷外部講師（大学教授、県教育委員会指導主事等）を招いた研修や、
先進的な実践を行っている他校視察の機会を提供し、研修機会を
充実させます。 教員の 

授業力向上 
や 

指導方法の 
改善・工夫 
（ ① ） 

❸志摩市学力向上検討委員会において学校間の取組の交流を行っ
たり、校区間での学びの系統性について情報交換を行ったりする
ことで、各学校の取組の見直しや改善につなげていきます。 

❹教員の授業力向上を図るために、市教育委員会に加え県教育委
員会の指導主事等と連携し指導・助言に当たります。 

❺県事業を積極的に活用しながら、最新の教育実践のあり方や研修
方法などをアップデートしていきます。 

❶授業実践に即した ICT 活用研修を定期的に開催し、教員の ICT
活用指導力の向上を図ります。特に、１人１台端末の効果的な活
用方法や、教育データの利活用に関する研修を充実させます。 

❷ICT を活用した効果的な教材や指導法の情
報を収集し、教員間で共有できる情報共有
システム*を構築します。 

ICT 機器の 
利活用 

（ ①② ） 

❸授業支援や機器の不具合への対応が充実
するよう、ICT 支援員*やヘルプデスク*を
整備し、教員の ICT 活用をサポートする体
制を強化します。 

1人 1台端末 
（iPad） 

❶家庭での学習習慣や生活習慣を確立するため、学校と市教育委員
会が連携し、引き続き啓発を進めます。 

家庭・地域 
との連携 

（ ③ ） 
❷各種だよりやコミュニティ・スクール*等を通して、学校と地域

が連携して教育目標を共有し、地域全体で子どもの学びを支える
体制を構築します。 

学力向上に係る市総合教育センターでの研修会への参加人数 

目標値（令和１１年度） 
 

現状値（令和６年度） 
 延べ１４０人 
 

延べ１５０人 
 



21 

 

 

  

 

   

 

   

  

 

 

 

 

 

１．めざす姿 
 

 
 
 

 
２．基本的な考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．現状と課題 
                     
  
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

第
２
章 

一
人
ひ
と
り
の
可
能
性
を
伸
ば
す
教
育 

第２章 
３ 道徳教育の推進 

生命や自他を大事にする豊かな心、多様性や公正な判断力、他者との協調性を育むた
めの継続的な取組が進んでいます。 
 

発達段階に応じ、家庭や地域
との連携を図りながら、豊か
な心や判断する力など、より
よく生きようとする意欲と
態度を育むことに努めます。 
 

人間関係の希薄化や価値
観の多様化、急速な情報化
の進展等を踏まえ、子ども
たちが自らの生き方を主
体的に考え、行動するため
の基盤となる道徳性を育
みます。 
 

  
基盤となる 
道徳性の 

育成 

発達段階に 

応じた道徳教育
の推進 

①生活の中の様々な場面において、子ど
もたちがさらに自分自身の問題として
とらえ、深め合うために、「考え、議論
する道徳」への質的転換を進めること
が課題であり、教員の指導力の向上が
求められています。 

②よりよく生きるための基盤となる道徳
性を養うため、道徳科を要とした各教
育活動での道徳教育の改善が求められ
ています。 

③子どもたちの発達段階に応じて、他者と
ともによりよく生きようとする意識や
生命を大切にする心を育むため、家庭や
地域と連携した道徳教育の充実が求め
られています。 

道徳の授業の様子 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

１２／１２校 

 

❶子どもたちが、物事を多面的・多角的にとらえ、主体的に考え
を深める活動を通して、自己を見つめ、他者とともによりよく
生きるための道徳性を養うことができるよう、「考え、議論する
道徳」の具体化に向けた指導方法の工夫改善を進めます。 

 
「考え、議論す
る道徳」への 

質的転換 
（ ① ） 

❷教員の指導力向上のため、各学校
の道徳教育推進教師等を対象に、
県の道徳教育アドバイザーなど
を講師とした研修会の充実に努
めます。 

 

❶特別の教科道徳の充実とともに、

他の各教科や総合的な学習の時

間及び特別活動の中においても、

道徳性の涵養
かんよう

を意識した教育活

動を推進します。 
 

学校の教育活動
全体を通した 

道徳教育の推進 
（ ② ） 

道徳授業づくり研修会 

❶自立心や達成感、責任感、生命への畏敬の念*を体験し、育むた
めに、地域の行事への参加や高齢者とふれあう活動、動植物の
飼育・栽培といった活動等の体験活動を積極的に取り入れてい
きます。 

 家庭・地域と 
連携した 

道徳教育の推進 
（ ③ ） 

❷道徳の授業参観や学校だより、懇談会等を通じて、道徳教育の
重要性について家庭・地域との共通理解を深めます。 

 

❸子どもたちの規範意識の形成に大人が与える影響の大きさを踏
まえ、講演会等の研修、啓発の機会を設け、子どもたちを取り
巻く大人の規範意識の向上についても取り組みます。 

 

道徳教育の重要性について情報発信をした学校の数 

現状値（令和６年度） 
 

目標値（令和１１年度） 

１２／１３校 
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第２章 

４ 健康教育の推進 

子どもたちが健康な生活を送るために、規則正しい生活習慣や食習慣に関心を持
ち、自ら生活リズムの改善やコントロールに取り組んでいます。 
 

学校・家庭・地域が連携・協
働し、複雑化・多様化する
健康課題への対応や、持続
可能な食を支えるための取
組を進めます。 

  
健康教育 

と 
食育 

学校・家庭・ 
地域の連携 

基本的生活習慣や望ましい食
習慣の確立を図るための健康
教育や食育を学校全体で推進
します。 

①栄養摂取の偏りなどの食習慣の健康課題
への対応が求められています。また、食品
の安全性の確保や食品ロス削減への対応
が求められる中、子どもたちが食に関する
正しい知識と実践力を身につける必要が
あります。 

②スマートフォン等への依存からの睡眠不
足など、子どもたちの基本的生活習慣の健
康課題が顕在化しています。 

③肥満・やせすぎ・アレルギー疾患・メンタ
ルヘルスの不調・性感染症・虫歯や歯周病
などの口腔内疾患など、複雑化・多様化す
る健康課題への対応や、健康づくりの推進
が求められています。 

④地域の自然や産業への理解を通じて、食へ
の感謝の心を育むとともに、地産地消や食
文化の継承への意識の醸成を図ることが
求められています。 

学校におけるアレルギー疾患対応の手引 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

❶栄養教諭*や学校栄養職員*の専門性を活かした食に関する指導
を進めるとともに、食育担当者を中心に教職員の意識を高め、学
校全体で食育に取り組みます。 

❷家庭・地域と連携しながら、子どもの実態や地域の特性を活かし
た食に関する取組を行い、食生活への関心と望ましい食習慣を
身につけるよう促します。 

食に関する 
実践的な指導と 

対応 
（ ① ） ❸食物アレルギー対応では、家庭・学校と連携して実態を共有し、

除去食・代替食の提供や弁当対応などで、安全性を確保します。 

❹給食関係者の資質の向上と、マニュアルや手引等を活用した食
中毒や異物混入の防止を徹底します。 

❶望ましい生活習慣の確立と多様な健康課題への対応のため、学
校教育全体で計画的な健康教育を推進します。 

❷学校・家庭・地域が連携・協働し、子
どもたちの基本的生活習慣の確立を
推進します。特にメディアの適切な
利用に関する指導を含め、家庭での
規則正しい生活習慣の定着に向け啓
発を行います。 

総合的な 
健康教育の推進 

と連携 
（ ②③ ） 

❸学校歯科医や関係機関と連携し、む
し歯予防のため、歯と口の健康づく
りを推進します。 

❹心の健康課題に対し、専門家や関係
機関と連携した学校相談体制の充実
を図ります。 

生産者交流会 

❶「しまらぶ給食」として地場産物*や郷
土料理を取り入れた学校給食を提供
し、地域を愛する心を育むとともに、
地域の食文化の継承を推進します。 

しまらぶの心 
（ ④ ） 

❷献立をはじめ食材や栄養バランス、
食育の取組や調理の様子などの情報
を積極的に発信します。 

❸生産者との交流や体験活動を通じ、
食材や関係者への感謝、食品ロス削
減の意識を育みます。 学校給食センターの 

Instagram 

栄養教諭等による食育指導等の実施回数 

年間１００回 
 

目標値（令和１１年度） 
 

現状値（令和６年度） 
 年間６１回 
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第２章 

５ 体力の向上の推進 

運動の楽しさを知り、進んで体を動かす習慣を身につけることで、生涯にわたり
運動に親しみ、体力向上に取り組む基盤づくりが広がっています。 

地域や各団体との連携によ
り、子どもたちの運動機会の
確保に努めるとともに、生涯
にわたって運動に親しむス
ポーツライフの基盤をつく
る取組を推進します。 

子どもたちが体を動かすこ
とで運動の楽しさを知り、
積極的に運動に取り組むこ
とで、体力の向上や健康の
保持増進を図ります。 

  
運動の楽しさ 
体力の向上 
健康の保持 

 

スポーツ 
ライフの 

基盤づくり 

①子どもの数の減少や生活環境の変化に伴い、日常的に子どもたちが体を動かす機会が
少なくなっている現状があり、継続して遊びや運動に取り組む機会を確保する必要が
あります。 

②令和６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査*の結果から、運動への意識はあるも
のの体力低下の傾向が見られるため、より質の高い活動の提供が求められています。 

③部活動は体力向上だけでなく、社会性や
協調性を育む貴重な場となっています。
休日学校部活動の地域展開などを通し
て、持続可能な活動環境を整備し、将来
にわたり子どもたちがスポーツに継続
して親しむことができる機会を確保す
る必要があります。 

運動会の様子 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 

 
 

小学校  ４２．８% 
中学校  ７６．８% 

 
 

小学校  ４７．３% 
中学校 ７９．３% 

❶幼児期から遊びを通した体力づくりや多様な動きをつくる運動
といった基礎的な取組を推進し、小学校・中学校の体力づくりへ
つなげていきます。 

❷全国体力・運動能力、運動習慣等調査をもとに、各学校において、
結果の分析を通し、自校の実態に合わせた体力向上の取組を推
進していきます。 

❸自ら進んで運動する習慣を身につけられるよう、ICT の効果的な
活用も含め、体育・保健体育の授業を工夫・改善する取組を進め
ます。 

運動習慣を 
つける取組 

（ ①② ） 

❹運動会・体育祭をはじめとした学校行事等を通じて、運動の楽し
さを実感できる機会を充実させ、運動やスポーツに親しむことの
よさを家庭や地域にも発信します。 

❶運動部活動を通して、一人ひとりの子どもの体力・能力を伸ばす
とともに自主性と社会性を学び、生涯スポーツにつなげる取組を
進めます。 

❷熱中症を予防するため、各学校において、暑さ指数 (WBGT) に応
じた運動や行動の指針等を整備し、指針に基づいた状況判断や対
応を進めます。 

学校体育・ 
運動部活動 
における 

体力向上と 
事故防止 

（ ③ ） 

❸部活動の実施に当たって
は、子どもたちの心身の健
康管理を徹底し、体罰・ハラ
スメントを根絶する取組を
進めます。 

❹中学校における休日学校部
活動の地域展開について
は、地域の社会体育団体と
連携し、持続可能な体制を
構築していきます。 

部活動の大会の写真 

運動する時間を自ら確保している子どもたちの割合 

目標値（令和１１年度） 
 

現状値（令和６年度） 
 

※「学校の体育・保健体育の授業以外で、運動（身体を動かす遊びを含む。）やスポーツを合計で１日

およそどれくらいしていますか」という質問に対して、１週間の総運動時間が７時間以上と解答し

た小中学生の割合（スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」） 
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第２章 

６ 教職員の資質向上 

高いコンプライアンス*意識と、子どもたちや社会の変化に対応できる専門性と組織
力を持った教職員が、家庭や地域と連携した教育を実践しています。 

不祥事を根絶し、保護者や
地域から信頼される学校づ
くりのため、全教職員のコ
ンプライアンス意識を徹底
します。 

 

子どもたちの目線に立ち、学
習者起点の教育を充実させ
るため、教職員の専門的知
識・技能と課題解決能力を高
めます。 

 

高い専門性 
と 

課題解決能力 

コンプライ 
アンス意識 

の徹底 

①情報化の進展、多様な支援を必要とする子どもや家庭の増加等、学校や教職員を取り巻
く環境は大きく変化しており、子どもたちを取り巻く課題の多様化や社会の変化に対応
できる高い専門性と、組織的に対応できる力が求められています。 

②各学校における教員の授業力向上をめざした授業研究や教育の今日的課題に対応する
研修等をより充実させる必要があります。 

 
 ③高いコンプライアンス意識を持ち、保護者や地域住民から信頼される教職員となるこ

とが求められています。 
 

英語研修（ICT の効果的な活用） リクエスト研修（図工・美術） 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶市総合教育センターを中心に、教職員のニーズや実態に応じた
研修講座を構築していきます。また、いじめ、不登校などの今日
的課題や授業における ICT の効果的な活用等について学ぶ研修
を実施し、教職員が時代の変化に応じた高い資質・能力を身に
つけられるよう取り組みます。 

多様な研修機会
の提供 

（ ① ） 
❷Web 会議システム等を効果的に活用し、教職員が自身の課題に

応じて、時間や場所を選ばずに学べる環境の整備を進める等、
様々な面で教職員が働きやすい環境を整えていきます。 

 

❶確かな学力の定着をめざし、子ど
もを中心に据えた授業研究など
の校内研修の充実を図ります。 

校内研修 
の充実 

（ ② ） 
❷校外の授業研究会や研修会等へ

の積極的な参加を促し、自主的・
主体的な研修を進めます。 

平和教育研修 

❶教育への信頼を大きく揺るがす不祥事の根絶に向け、コンプラ
イアンス意識の向上の研修に取り組みます。 不祥事の根絶と 

コンプライアンス
意識の徹底 
（ ③ ） 

❷あらゆる機会を通じて服務規律の徹底を図り教職員一人ひとり
が自己の使命感と職責の重大さを自覚し、コンプライアンスを自
分事としてとらえるよう学校全体での取組を進めます。 

市総合教育センターでの教職員の資質向上に係る研修講座の数 

現状値（令和６年度） 
  １０講座 

目標値（令和１１年度） 
 １２講座 
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第２章 

７ 家庭での学びの推進 

学校・家庭・地域・関係機関が一体となって子どもたちの成長を支え、保護者が安

心して子育てのできる取組が進んでいます。 

学校・地域・関係機関が連携し、
家庭を温かく支える体制を構築
し、子育て中の保護者の孤立を
防ぐとともに、子どもたちの成
長を地域全体で見守り支える、
子育てにやさしいまちの実現を
図ります。 

子どもたちが基本的な生活習
慣や自立心、社会性を育む上
で最も重要な学びの基盤であ
る家庭で保護者が安心してそ
の役割を果たせるよう、家庭
教育を支援し、子どもたちの
生きる力を育んでいきます。 

  地域全体での 
子育て支援 

家庭は 
学びの基盤 

①人口減少と多様な価値観の広がりにより、地域住民同士のつながりが弱くなる傾向にあ
り、子育ての悩みや不安を気軽に相談できる機会も減り、保護者の孤立感や不安感が心
配されます。 

②共働き家庭が増加し、家族として過
ごす時間が減ることで、子どもたち
が家庭で対話や体験を通して生きる
力を育む機会が少なくなっていま
す。 

③子どもたちの生活習慣の乱れやメデ
ィア接触時間の増加が懸念されてい
ます。 

④家庭環境の多様化で、子育ての課題
は複雑化しています。教育、福祉、医
療などの関係機関が連携し、切れ目
のない支援を行う体制の強化が求め
られています。 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 

 

市総合教育センターだより 

❶保護者が抱える様々な悩みに対し、市総合教育センターでの
相談や臨床心理士によるカウンセリングを周知するととも
に、悩みに対する助言や家庭教育に関する情報提供を行いま
す。 

相談機能の充実 
（ ① ） 

 ❷小中学校では、教職員による子どもたちや保護者に対しての
教育相談や、専門的な知識や経験を持つスクールカウンセラ
ーやスクールソーシャルワーカーも加えたチームとしての教
育相談体制の充実をより一層図っていきます。 

❶家庭での豊かな体験や対話を通じて、子どもたちの生きる力
を育むため、「しま・家族と過ごす学びの休日」志摩市ラーケ
ーション*制度を引き続き実施していきます。 

❷家庭と地域が連携し、子どもたち
の多様な学びや体験を深める機
会を創出します。 

❸保護者が各家庭での教育を見直
したり、今後の見通しを持ったり
できるよう、学校における懇談会
や教育講演会などの機会を活用
し、家庭教育を支える取組を進め
ます。 

家庭での 
学びの推進 

（ ②③ ） 
 

❹市総合教育センターだよりや保護
者等連絡システム等を通じて、家
庭で取り組める学習活動や体験活
動、読書活動に関する情報を発信
し、家庭での学びの機会創出を図
ります。 

❶保護者・学校・地域・関係機関からの相談や情報の対応について、
市総合教育センターを中心に関係機関と支援の内容や方針を共
有、分担するなどして、支援のコーディネートを円滑に行うこと
で、切れ目のない支援活動ができるよう努めます。 

関係機関との 
連携強化 

（ ④ ） 

教育相談・カウンセリングについて、保護者への周知を図るための市総合教育セン

ターだよりによる情報提供回数 

現状値（令和６年度） 
２回 

 

目標値（令和１１年度） 
３回 
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第２章 

８ 学校と家庭、地域の連携の推進 

保護者や地域の人々の参画による学校づくりと、地域全体で子どもたちの学びと育ち
を支える体制づくりが進んでいます。 

学校の教育活動に関する情
報を保護者や地域住民に提
供するとともに、保護者や地
域の声を学校運営に反映さ
せることで、保護者・地域と
ともに信頼される学校づく
りを進めます。 

  

学校・家庭・地域がそれぞれ
の役割を適切に果たしつつ、
相互に連携して行われる「社
会総がかりの教育」の実現の
ため、連携と調整を進めます。 

情報提供と 
ニーズの 

反映 

社会 
総がかりの 

教育 

①教育を取り巻く環境は大きく変化しており、社会情勢の複雑化に伴い、学校だけで課題を
解決することが難しく、学校・家庭・地域が協働する「社会総がかりの教育」が強く求め
られています。 

②令和 4 年度に全ての学校でコミュニティ・
スクールの導入が完了し、学校運営協議会
*が中心となりいくつかの活動を進めてい
ますが、各学校が地域の特色を活かした学
習活動や体験活動など、学校と地域が連携
した活動を展開していくことが求められ
ています。 

③家庭の経済格差が子どもたちの学力・教育
格差を生むことのないよう、就学支援の継
続や学力保障が必要です。 コミュニティ・スクールの活動 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 

 

１２／１２校 

 

❶外部アンケートの実施や自己評価結果の公表、学校運営協議会
との話し合い等を通じて、各学校の特性を生かした魅力ある学
校づくりを推進します。 

❷コミュニティ・スクールの活動をさらに充実させ、地域人材を
講師やボランティアとして積極的に活用し、特色ある活動や学
習を通して学校と地域との連携を深めます。 

地域とともにあ
る学校づくりと

連携強化 
（ ①② ） 

❸学校の教育活動について理解を深めるため、授業公開や学校行
事への積極的な参加を呼びかけ、学校と地域との交流を推進し
ます。 

❶子どもたちに基本的な生活習慣や学習習慣等を身につけさせる
ため、各学校において、保護者や地域住民と連携した活動の充
実を図ります。 

❷学校からのたよりの発行や保護者等連絡システム等により、家
庭への情報提供の充実に努めます。 

学校と家庭の連
携強化と学びの

支援 
（ ③ ） 

❸子ども未来教室*のさらなる展開を推進し、様々な事情により家
庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分に身についてい
なかったりする子どもたちへの支援を強化します。 

❹就学困難者への援助や奨学金貸与・給付を継続し、経済的理由
による教育格差が生じないようライフステージに応じた切れ目
ない支援をします。 

地域人材を
活用し、教育
活動が充実 

防犯・防災 
安心・安全な
生活 

学校や地域
に対する理
解の深まり 

経験を活かし、
生きがいや自
己有用感 

地域の中で
の子育てと
いう安心感 

地域の人々
の理解と協
力 

学校が社会的
につながり、
地域のよりど
ころへ 

地域の担い
手としての
自覚 

子ども 教職員 保護者 地域の人々 

コミュニティ・スクールの効果 

学校行事や授業支援などの具体的な学校活動に地域人材を２日以上活用した学校

数 

目標値（令和１１年度） 
 

現状値（令和６年度） 
 １１／１３校 
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第３章 

１ 地域に学ぶ教育の推進 

子どもたちは地域との交流や体験を通して、地域を愛する｢しまらぶ｣の心*と、地
域社会の一員としての自覚が育っています。 

地域住民や保護者と連携し、
地域全体で子どもたちを育
む体制を推進します。  

環境・文化・歴史・産業といっ
た志摩市の地域資源を教育活
動に積極的に取り入れ、体験
を通して地域を愛する心を育
みます。 

 地域連携の 
強化 

体験的な 
学びの推進 

①地域や学校の特色を生かした様々な環境教育が行われていますが、学びが実生活に結び
つくよう、子どもたちの関心・意欲を高めるような体験学習をさらに充実させる必要が
あります。 

②地域資源の魅力・課題・未来への展望を理解し、子どもたちのキャリア形成*につなげ
る実践的な学びの機会・発信の機会をさらに増やす必要があります。 

わらじ祭り 安乗の人形芝居 
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４．取組内容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

  

                  

真珠の核入れ体験 

❶水産高校、やまだエコセンター、
上水道・下水道処理場等の公共
施設や、市内での自然体験プロ
グラムなど、地域の資源を最大
限に活用した体験学習や、問題
解決的な学習を推進します。 

身近な 
環境教育の推進 

（ ① ） 
❷地域の海岸清掃等、環境保全活

動への積極的な参加を促し、持
続可能な社会の創り手*となる
ための意欲と態度を養います。 自然体験 

❶伝統文化や文化財を教育資源
として活用し、地域に根ざした
文化・歴史学習の機会を増やし
ます。 

地域資源を 
活用した 
学習活動 

（ ② ） 

❷職場体験学習の拡充などを通
して、子どもたちが地域の状況
や産業を深く理解し、主体的に
キャリアを積み上げていくた
めの支援を行います。 

職場体験学習 

❶子どもたちが得た知識や感動
を地域社会へ発信すること
で、地域の人たちと学びを共
有するとともに、自らの学び
を再構築する機会とします。 

学習成果の 
積極的な発信 
（ ② ） 

❷発信活動を通じて、子どもた
ちが地域の一員として主体
的に社会と関わる意識を育
むとともに、子どもたちの発
信が地域の活性化の新たな
ヒントとなることをめざし
ます。 

目標値（令和１１年度） 
 

現状値（令和６年度） 
 １００％ 

 

志摩学（地域学習）の授業を年間２回以上行った学年の割合 

６５．０％ 

 
※志摩市について学んだり調べたり考えたりする授業や、志摩市の施設を訪れる活動（職場体験学習を

含める。）を年間２回以上行った学年の割合 
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市民一人ひとりの自己実現と地域社会への参画のために、時代に即した多様な生
涯学習が提供されています。 

市民一人ひとりが自己実
現を図り、地域社会へ参画
できるよう、学習機会の提
供に努めます。 

自発的な生涯学習を推進し、
多様化・複雑化する現代社会
を豊かに生きるための力を育
みます。 

  「生きる力」 
の育成 

学習機会 
の提供 

①現代の多様な学習ニーズ、特にデジ
タル化の進展や社会の変化に対応
した学習機会を提供していく必要
があります。 

 
 ②生涯学習講座の参加者は中高年齢

層が中心であり、若年層の参加が少
ない傾向にあり、幅広い世代の参画
が必要です。 オンライン対応の学習講座 

お菓子作り体験講座 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶自主的な活動を支援し、学習成果を生かす学習機会の拡充と活
動の場の創出に努めるとともに、市民の交流の場づくりを推進
します。 

❷市民一人ひとりが生涯を通してライフスタイルに応じた学習が
できるよう、自主的な活動の支援に努めます。 

 
生涯学習の 

活性化 
（ ① ） ❸生涯学習施設での活動を活発化させるため、専門知識や技能を

持つ指導者の育成・確保に努めます。 

❹施設の老朽化・長寿命化に対応するため、長期的な改修計画を
策定し、適正な管理に努めます。 

❶高齢者を対象とした生涯学習講座の内容を充実させるととも
に、多世代のニーズの把握に努め、多様な学習方法に対応でき
る生涯学習講座の開設に取り組みます。 

多世代のニーズ
への対応 

（ ② ） ❷市民サービス向上のため、県内生涯学習・スポーツ施設等と情報
交換を行い、多様な媒体による積極的な情報発信を行います。 

健康づくり関連講座 親子参加型講座 

生涯学習講座の開催数  

目標値（令和１１年度） 
 

現状値（令和６年度） 
 

年５１４回 年４７２回 
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第３章 
３ 読書活動の推進 

豊かな人間性を育み、生涯にわたって学び続けるための読書習慣・読書活動の取組が
展開されています。 

子どもたちが豊かな人間性を
育み、生涯にわたって学び続
ける基盤を築くため、読書活
動を推進します。 

  

学校図書館・市立図書館・家庭・
地域が連携し一体となって、子
どもたちが主体的に本と出会
い、多様な知識や感性・表現力を
育める読書環境の充実をめざし
ます。 

読書環境 
の充実 

学び続ける 
基盤 

①乳幼児期から絵本に親しむことの重要性から、ブックスタート事業*を継続しています
が、子どもたちの読書時間は減少傾向にあり、読書習慣の形成と読書機会の拡充が課題
です。 

②学校図書館には学校司書が配置されており、教職員とともに学校図書館の運営や読書の
推進を進めていますが、特に中学校において図書離れが懸念される状況があります。 

③市立図書館の来館者数や貸出人数は増加傾向にあり、多様な資料の提供や利用者サービ
スが求められていることから、蔵書の充実と利用者サービスの向上に努めていく必要が
あります。 

市立図書館の様子 学校図書館の様子 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 
 
 

❶「第四次志摩市子ども読書活動推進計画」を策定し、総合的かつ
計画的に子どもたちの読書活動を推進します。 

❷学校図書館では、学校司書がその専門性を活かし、教職員とと
もに図書館運営、本の使い方や調べ学習の支援、読み聞かせな
ど、読書推進のための多様な活動を実施します。子どもたちが
図書館に親しみ、安心して利用できる居場所となるようさらな
る環境整備に努めます。 

❸デジタル社会に対応した読書環
境の整備を進め、子どもたちがい
つでもどこでも読書に親しめる
機会を創出します。 

読書活動の推進 
（ ①② ） 

❹ブックスタート事業を継続し、乳
幼児期からの読書活動推進につ
なげます。 

❺子どもたちが読書に興味・関心を
持てるよう、読書手帳*等を活用
し、読書活動推進を図ります。 

❻子育て支援センターや学校等の関
係機関と連携し、地域全体で家庭
における読書活動を支援する体制
を構築します。 読書の様子 

❶市立図書館は、生涯学習やまちづくりの拠点として、各図書室
とのネットワークを活用し、蔵書検索や予約サービス、レファ
レンス*等の利用者サービス向上に努めます。また、市立図書館
と学校図書館との連携を強化し、調べ学習や資料収集等の充実
を図ります。 

❷ボランティア等と協力して読み聞か
せ会や手づくり教室等を開催し、市
民に親しまれる図書館（室）づくりを
推進します。 

蔵書の充実と 
サービスの向上 

（ ③ ） 

❸市立図書館２階の生涯学習スペース
を学びの場として提供し、個人学習室
やグループ学習室の利用を促進し、効
率的な学習を支援します。 市立図書館 

授業での学校図書館利用及び学校司書活用の回数の合計 

現状値（令和６年度） 
 

目標値（令和１１年度） 
 

小学校 ９７９回 
中学校 ２４０回 

小学校 １０４０回 
中学校  ２８０回 

※読み聞かせ、ブックトーク、調べ学習などのために学校図書館を利用したり学校司書を活用したりした

回数の合計 
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④少子化に伴う人口減少により、地域におけるスポーツ環境の維持が困難となっている現
状から、子どもたちが「様々なスポーツに挑戦したくてもできない」といった機会の喪失
につながっており、持続可能な活動に向けた取組が求められます。 

③子どもをはじめとする選手のさらなる成長やチャレンジを促す環境づくりに向けて、ト
ップレベルのアスリートや指導者との継続的な交流・指導の機会を確保するとともに、
地域の指導者の養成・資質向上を図るための取組が求められます。 
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第３章 

４ スポーツの推進 

誰もがスポーツを身近なものとして楽しめる環境が整備され、スポーツを通した地域
の活性化が進んでいます。 

スポーツによる地域活性化
と共生社会の実現に向けた
取組を進めます。  

誰もがスポーツに出会い、親
しめる環境づくりに取り組む
とともに、スポーツを通じた
個人の成長やチャレンジを応
援します。 

 
スポーツの 
さらなる 
可能性 

スポーツを 
もっと身近に 

①誰もが気軽にスポーツに親しみ、楽しむことができる環境をさらに推進し、スポーツへ
の関心がない層なども含めた市民に対し、スポーツの習慣化・実施率の向上に向けた取
組を進める必要があります。 

 
②スポーツ施設は、身近な地域のコミュニティ施設として利用されていますが、利用者の

減少、稼働率の低下、施設の老朽化等の課題があり、引き続き、効果的な利活用に向け
た計画的な施設整備を図る必要があります。 

⑤ホストタウン交流事業*により、トップレベルの選手のパフォーマンスに触れるだけで
なく、文化的な側面も含めた様々な交流が実現していますが、スポーツを起点とした他
分野への波及効果をどのように生み出していくかが課題となっています。 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

スポーツを通じた
個人の成長とチャ
レンジの応援 

（ ③④ ） 
 

❶スポーツの習慣化を図り、生涯にわたりスポーツを楽しみ、健
康で豊かな生活を送ることができるよう、身近な場所で参加で
きるイベントやプログラムを実施し、誰もが気軽にスポーツを
楽しめる環境を整えます。 

 
❷障がい者スポーツの推進及びインクルーシブスポーツ*の普及 

に向けた取組を進めます。 

スポーツをきっかけとした共生社会プログラム*を実施した学校の数 

現状値（令和６年度） 
２／１３校 

 

❶トップレベルのアスリートや指導者
のパフォーマンス・指導に触れる機
会を創出するとともに、指導者資格
の取得や専門性・指導力の強化など、
地域の指導者の養成・資質向上に向
けた取組に対し支援等を行うこと
で、競技スポーツの推進及び競技力
の向上を図ります。 

誰もがスポーツ
に出会い、親しめ
る環境づくり 

（ ①② ） 
❸各種スポーツ団体等と連携し、スポーツ教室や各イベント等を

通じて、より多くの子どもたちがスポーツに触れる「きっかけ
づくり」の場を提供します。 

❹志摩市スポーツ施設整備基本計画に基づき、スポーツ施設の今後
の利活用や整備方針について検討し有効活用を図るとともに、施
設の利便性向上を図るためデジタル技術の活用を推進します。 

❷中学校休日部活動の地域連携・地域
展開の実現に向けて、学校・総合型地
域スポーツクラブ・各種スポーツ団
体等と連携し、受入れ体制を整備し
ます。 

＊文化部の活動についても、受け入れ
体制を整備していきます。 

  

アスリートによる指導 

❶スペインとのホストタウン交流事
業を継続するとともに、スポーツツ
ーリズム*の推進、国際交流及び共
生社会の実現など、スポーツを起点
とした他分野への波及効果の創出
に向けた取組を推進します。 

 
スポーツがつなぐ
新たな地域づくり 

（ ⑤ ） 

ホストタウン交流事業 

目標値（令和１１年度） 
１２／１２校 
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①地域住民や各種団体との協力により、文化財を保護、保存・継承するとともに、アーカイ
ブ化*をしていく必要があります。 
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第３章 
５ 伝統文化・地域文化の保存・活用・継承 

市民への文化財の周知と理解を進め、文化財、伝統文化の保存と継承や、市民が文化
に触れる機会を増やす取組が進んでいます。 

貴重な地域資源である各
種文化、文化財の保護、保
存のため、広く市民に周知
し、意識の醸成を図りま
す。 

芸術鑑賞の機会の充実を図
るとともに市民自らが参加
する芸術文化活動への支援
を行います。 

  

 
伝統文化の 
保存と活用 

地域文化 
の充実 

②市民が貴重な地域資源である文化財に対する理解を深めることができるよう、周知・情報
発信を行います。 

③伝統行事や文化イベントに積極的に参加してもらい、市民や次世代を担う子どもたちへ魅
力を伝える必要があります。 

市内の文化財（塚穴古墳） 志摩市歴史民俗資料館 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

❺各種文化財に関する体験教室の実施や、志摩市歴史民俗資料館
の社会科見学の機会を設けることで、子どもたちへの文化財の
伝承活動を支援し、後継者育成に努めます。 

❶市内各地の伝統芸能・文化を市内外に情報発信することで、文
化財保護の啓発活動の推進に努めます。 

❷各種文化財を活用した企画展の開催や、文化財についての図録
等を発行し、市民の文化財に対する意識の醸成を図ります。 

❷子どもから高齢者まで、全ての
市民が芸術文化に触れる機会を
提供できるように、情報発信に
努めます。 

❸文化施設の老朽化・長寿命化に
対応するため、適正なあり方の
検討を行いつつ、維持管理に努
めます。 

 

❶市内の文化財について、調査研究を行い、記録保存に努めると
ともに適切な保護を行います。 

 

❷地域に受け継がれている文化財の保存・継承を通して、後継者
や各種ボランティアの育成に努めるとともに団体の自主活動
を支援します。 

文化・文化財 
の保存・継承 
（ ① ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❸過去の記録映像や所蔵資料のデジタル化を進め、展示や教育現
場など様々な場面で活用できるよう努めます。 

❹市内に受け継がれている貴重な文化財を継承するために、次世
代を担う子どもたちへの文化財の公開・活用等を通して、文化
財保護の啓発活動の推進及び後継者育成に努めます。 

 

文化・文化財 
の情報発信 
（ ② ） ❸学校再編により地域と子どもたちの結びつきが希薄にならな

いように、学校での地域学習と校区内の文化活動の情報発信を
進めます。 

 

❶芸術文化を推進するため、文化
振興団体の自主的・自立的な活
動を支援します。 

芸術文化の振興 
（ ③ ） 

志摩市文化協会美術展 

伝統文化・地域文化の講座を教育機関と連携して実施した件数 

目標値（令和１１年度） 
 

現状値（令和６年度） 
 ７件 

 

5 件 
 ※出前授業、資料館見学、教職員に対する講座等を行った件数 
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第３章 

６ 青少年健全育成の推進 

 
子どもたちを様々な社会的リスクから守り、健やかな成長を地域全体で支えるため
に、地域の多様な組織が連携し、協力する体制づくりが進んでいます。 

 

地域全体で子どもたちの多様な成長を支え、未来を生き抜く
「生きる力」と「豊かな心」を育むため、現代社会の多様的な
課題に対応した青少年健全育成活動を推進します。 

「生きる力」 
と 

「豊かな心」 

①青少年健全育成活動は、地域住民やボラン
ティアの献身的な協力によって支えられて
いますが、活動を担う後継者不足・担い手
の固定化が深刻化しています。 

②子どもたちと学校をはじめ、青少年育成団
体・PTA・自治会といった既存の連携に加
え、新たな多様な主体との連携や、より強
固で持続可能な見守り・育成体制の再構築
が課題となっています。 

③急速な社会変化に伴い、子どもたちを取
り巻く問題の複雑化が見られます。 

地引網体験の様子 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

地域共創 
による 

青少年育成基盤
の強化 

（ ①② ） 

❶子どもたちと学校をはじめ、青少年育成団体・地域住民・PTA・
自治会に加え、NPO・企業・専門家が協働し、地域全体で「子ど
もを見守り、育む持続可能で多様性のある環境」づくりを促進
します。 

❷担い手の確保・育成のため、デジタルツールを活用した情報発
信や運営の効率化（DX 推進）を図り、より多くの市民が参画し
やすい体制づくりを進めます。 

❶青少年育成市民会議をはじめとする地域団体
との連携・協力を深化させ、地域文化の継承
や自然体験活動といった従来の取組に加え、
情報モラルなど、現代社会で必要とされるス
キルを活かした体験の場を提供します。 

❷子どもたちの心の健康やウェルビーイングを
育むための活動、居場所づくりの支援を強化
し、個性や特性に応じた多様な学びと成長の
機会を創出します。 

わかめ刈り体験の様子 

 現代的ニーズ
に対応した 

健全育成活動の
展開 

（ ③ ） 

❸地域住民・保護者・学校関係者、そして青少年
自身を対象に、情報化社会に対応した非行・
トラブルの予防や SNS リスクなどに関する
研修や啓発を実施し、青少年の課題への対応
力や問題解決能力などの向上を図り、青少年
の健全な成長を支援します。 

❹青少年の非行や不審者、インターネット上の
有害情報等から子どもたちを守るため、街頭
補導活動に加え、啓発活動の充実に努めます。
また、困難を抱える青少年に対し、早期発見・
早期支援につながる相談体制の強化を図りま
す。 

南張地区流しそうめん 

青少年育成事業と継続して連携する団体数 

目標値（令和１１年度） 
 

現状値（令和 6 年度） 
 

２８団体 ２４団体 



45 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

１．めざす姿 
 

 
 
 
 
２．基本的な考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．現状と課題 
                     
  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

第４章 

１ デジタル・シティズンシップ教育*の推進 

ICT を活用した課題解決や表現活動による学びの広がりをつくるとともに、デジタ
ル社会の一員としての自覚と行動力を身につけています。 

第
４
章 

未
来
を
創
る
人
材
を
育
む
教
育 

デジタル社会の一員として必
要な倫理観と責任感を育み、
情報を適切に判断して行動す
る力と社会に主体的に関わる
資質・能力の育成を進めます。 

1 人 1 台端末と高速ネット
ワークのメリットを最大限
に活用し、子どもたちが自ら
情報を集め、深く考え、豊か
に表現する学びを推進しま
す。 

 

デジタル 
社会を生きる 
資質・能力 

の育成 

デジタル 
技術の利活用 

①スマートフォンやタブレット端末の普及により、子どもたちは、幼少期からデジタル
情報に触れる機会が増加しています。また、オンライン授業や電子申請*といった時
間や場所にとらわれない活動が増え、デジタルの有効活用が進んでいます。子どもた
ちの活用能力が高まるよう、発達段階に応じた指導が必要です。 

②ICT 分野の技術革新のスピードは速く、その変化に対応しながら学校における ICT の
効果的な活用ができるような環境整備が必要です。 

③インターネット上には誤情報や誹謗中傷などが氾濫しており、情報の真偽を判断し、
適切な情報源を選択する能力が求められています。メディアリテラシー教育*をさら
に充実させ、情報機器を用いたよりよいコミュニケーションの基盤構築とデジタル社
会における倫理的な課題への対応が不可欠となっています。 

④警察や県教育委員会と連携し、子どもたちや保護者を対象にした情報マナーや情報モ
ラルを高める教育を行っていますが、学校教育だけでなく、地域全体に啓発活動を進
める必要性が高まっています。 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 

 
 
 

１人１台端末を使った授業 

１２／１２校 

 

❶情報の収集、整理・分析から活用といった場面において、ICT 機
器を適切かつ効果的に活用する機会を発達段階に応じて設定し、
子どもたちの情報機器の活用能力を高めます。 子どもたちのデ

ジタル技術の活
用能力の向上 

と 
教員の指導力の

向上 
（ ① ） 

❷デジタル教材の効果的な活用方法やプログラミング教育*の指
導法、オンライン学習ツールの操作方法など、教員のデジタルス
キル向上のための研修を継続的に実施します。 

❸対話型生成 AI*の急速な普及など、デジタル技術の急速な進展に
伴う新たな課題に対応できるよう、県教育委員会や外部機関と連
携して、教員の研修の機会を確保していきます。 

❶ICT 分野の技術革新のスピードは速いため、志摩市教育情報セ
キュリティポリシー*を必要に応じて随時見直し、周知徹底を図
ります。 情報環境の整備 

（ ② ） ❷「情報活用能力段階表*」の見直しを行い、子どもたちの情報活
用能力の到達度を明確にして、能力の向上を図ります。 

❶子どもたちや保護者向けの情報マナー・モラルの学習や啓発を行
い、学校と家庭が連携して、情報モラルへの取組を推進します。 

❷たよりや広報によっ
て、デジタルメディア
を利用する時間や日常
生活とのバランス、心
身の健康への影響な
ど、デジタル・シティズ
ンシップの育成に係る
情報を発信し、子ども
たちが安全にデジタル
環境を利用できるコミ
ュニティの形成をめざ
します。 

情報マナー・ 
モラル教育の 
徹底と安全な 

利用環境の整備 
（ ③④ ） 

インターネットの適正利用に係る講師を招いた授業を行った学校数 

目標値（令和１１年度） 
 

現状値（令和６年度） 

１３／１３校 

 
※インターネットの適正利用について、警察や県教育委員会、関連企業などから講師を招いた

授業を行った学校数 
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１．めざす姿 
 

 
 
 
 
２．基本的な考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．現状と課題 
 
                     
  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
自立した 
社会の 

担い手へ 

 

①進路指導において、高校合格が目
的となり、その先の進路に対する
目的意識が十分でない生徒がいる
という課題があります。一人ひと
りがキャリア・ビジョン*を持ち、
主体的に進路を選択できるように
していくことが求められていま
す。 

変化の激しい社会をたくまし
く生き、将来の夢や展望を持
ち、自立した社会の担い手を
育てるキャリア教育を推進し
ます。 

豊かな職業観・勤労観と主体的
に進路を選択する能力を育成
し、積極的に社会参画できる人
材を育みます。 

主体的な 
進路を選択 

②少子化の進行や若者の市外流出
傾向により、地域産業の担い手不
足が懸念されています。将来の地
域社会の担い手の育成や関係人
口としての支援を確保するため
に、地域と連携した体験活動など
の充実を図る必要があります。 

第
４
章 

未
来
を
創
る
人
材
を
育
む
教
育 

自分の将来を見通し、夢や展望をもとに、自分の生き方を考え、社会へ貢献すること
を意識する取組が進んでいます。 

第４章 

２ キャリア教育*の推進 

ゲストティーチャーを招いた授業の様子 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

体系的・組織的
なキャリア形成

支援 
（ ① ） 

❶子どもたちが、発達段階に応じて自分の夢や目標を明確にでき
るようにキャリア教育の中にそのための取組を位置づけます。
また夢の実現につながる力を育むため、自ら課題を見つけ、分
析し、解決を模索する｢課題解決学習*｣の充実に努めます。 

❷幼児教育から学校教育全体を通じ、校種を越えた円滑な接続と
系統的・組織的なキャリア教育を推進します。学校・家庭・地
域・関係機関が一体となり、学ぶことと自己の将来とのつなが
りを見通しながら、自立に必要な資質・能力を育みます。 

地域と連携した 
多様な学び 

と 
しまらぶの心 
（ ② ） 

❸SHIMA キャリア・パスポート*を活用し、子どもたちが自身
のキャリア形成を見通し、振り返り、自己評価を行うことで、
主体的に学びに向かう力を育成します。 

❶地域人材や教育力を積極的に活用し
た職場体験学習や体験活動を充実さ
せ、働くことの意識を高めます。 

❷中学校と高等学校、高等教育機関、就
労支援機関等との連携を強化し、進
路に対する展望や動機づけを図りま
す。特に地元の県立高校と積極的に
連携を進めます。 

卒業生や地域の方々をゲストティーチャーとした出会い学習を行っている学校数 

現状値（令和６年度） 
 

目標値（令和１１年度） 
 

職場体験学習 

❸高校生や大学生を含め、社会で活躍
している人を招へいし、進路に対す
る目的意識を育む取組を推進しま
す。 

１２／１２校 

職場体験学習の様子 

９／１３校 



49 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．めざす姿 
 

 
 
 
２．基本的な考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．現状と課題 
                     
  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 世界でも 
地域でも 

①経済や社会のグローバル化が急速に進展し、
国際協調の重要性が一層高まっています。 

 

③少子高齢化、過疎化の進行に伴う人口減少
により、志摩市の活力の低下が懸念されて
います。志摩市が今後発展していくために
は、地域への愛着を持ち、地域を活性化しよ
うとする意欲・態度を育むことが必要であ
り、地域学習のさらなる推進が課題となっ
ています。 

 

世界を意識しながら、自分た 
ちの住む地域の課題解決に貢 
献できる人材を育てるグロー 
カル教育を推進します。 

学びを通して地域を愛する
心を育み、未来をともに創る
人づくりをめざします。 

地域を愛する 
「しまらぶ」 

の心 

第
４
章 

未
来
を
創
る
人
材
を
育
む
教
育 

世界を意識し世界と積極的に関わろうとするとともに、地域の課題や社会的課題に世
界的な視点から取り組もうとする人材の育成が進んでいます。 

第４章 

３ グローカル教育*の推進 

②外国人住民や訪日外国人との交流機会が増
加しており、外国語によるコミュニケーシ
ョン能力と積極的な交流意識が求められて
います。 

志摩市中学生海外派遣事業 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 

 

 

グローバルな視
野と多文化共生

の推進 
（ ① ） 

❶子どもたちが英語を用いたオンライン交流等で世界とつながる
環境を提供し、国境を越えた多様な価値観に触れ、異文化への
理解を深める機会を確保していきます。 

❷志摩市中学生海外派遣事業や市内高校生の海外留学は、公募か
ら派遣・留学、成果発表までを学びの取組と位置づけ、その成果
を広く発信することで、市民への啓発と、参加者が地域の課題
や地域のためにできることを考える契機とします。 

英語教育の充実
と指導力向上 
（ ② ） 

❸公民館講座などを通して、市民が外国語や外国文化に触れる機
会を提供し、異文化理解と多文化共生の取組を推進します。 

❶英語力向上のために、ＡＬＴ*の多
様な活用と、小中学校における系統
的な英語教育を進めるとともに、教
員の英語運用能力・実践的指導力向
上のために、関係機関と連携して支
援します。 

❶子どもたちが志摩市への理解を深
め、誇りを持って語れるよう、歴史
や自然文化などを学習する「志摩
学」を推進します。 

地域を愛する
「しまらぶ」の

心の育成
（ ③ ） 

❷地域の人材を積極的に活用してそ
の魅力を再発見するとともに、地域
貢献の機会を創出します。地域を愛
する心を育み、将来にわたり志摩市
を支えていく人材の育成を推進し
ます。 

現状値（令和６年度） 
 

目標値（令和１１年度） 
 

聴く 

書く 

話す 
やりとり 

 

話す 
発表 

読む 英語力

の向上 

志摩学（地域学習）の授業を年間２回以上行った学年の割合 

生産者交流会 

※志摩市について学んだり調べたり考えたりする授業や、志摩市の施設を訪れる活動（職場体験学習を

含める。）を年間２回以上行った学年の割合 

６５．０％ 

 

 １００％ 
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１．めざす姿 
 

 
 
 
２．基本的な考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．現状と課題 
                     
  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
社会に 

主体的に 
関わる 

①成年年齢が 18 歳に引き下げられたこと
から、発達段階に応じて、主権者として
の自覚を深め、主体的に社会に参画する
態度を育む必要があります。 

 

②契約の重要性や消費者保護の仕組みを含
む消費者教育の充実を推進し、特に消費
者被害を未然に防ぐための学習の継続が
必要です。 

③性別による固定的な役割分担意識が今も
残っており、性差にとらわれずに個々の
個性と能力を発揮できる教育の推進が必
要です。 

社会の一員として自覚と責
任を持ち、多様な人々と協力
して社会の形成に主体的に
関わる力を育みます。 

安全・安心な消費生活の主体
者として、持続可能な社会の
発展に貢献できる人材を育
成します。 

持続可能な 
社会への 

貢献 

第
４
章 

未
来
を
創
る
人
材
を
育
む
教
育 

社会の一員としての自覚と責任を持ち、多様性を尊重し合い、よりよい社会形成に参
画していこうとする子どもたちの育成が進んでいます。 

第４章 

４ 主体的に社会参画する力の育成 

生徒会役員選挙の様子 
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４．取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．KPI（重要業績評価指標） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

主権者教育の 
推進 

（ ① ） 
 

❶社会科や総合的な学習の時間を通じて、地域や社会の課題や政
治への関心を高め、多角的に考え、話し合う授業を推進します。
専門家を講師として招へいした授業を推進します。 

❷児童会・生徒会活動や学級活動を充実させ、自分たちの学校生
活に主体的に取り組むことを通して、社会参画意識を高め、発
達段階に応じた主権者としての感覚を育みます。   

消費者教育の 
推進 

（ ② ） 

❶学校の社会科・家庭科を中心に、持続可
能な消費行動や消費者被害の防止・救
済について積極的に学習します。 

❷環境教育、食育、国際理解教育など、
消費生活に関連する学習と連携し、
各分野のアドバイザーの派遣などの
支援を通して、よりよい社会を形成
する意識を育みます。 

❶性別による役割分担の固定観念がないか、学校教育全体を見直
し、改善を進めます。 

違いを認め合
い、個性と能力
を発揮できる 
教育の推進 
（ ③ ） 

❷性に対する正しい理解を深めるとともに、性差別や暴力を許さ
ない意識を育みます。 

❸教職員においても、ジェンダーに関する意識*を見直すための研
修を実施し、指導力の向上を図ります。また、子どもたちの学校
生活や取組の様子を保護者に伝えることを通じて、性差にとら
われずに個性と能力を発揮できることの重要性について啓発し
ます。 

講師を招いた主権者教育、消費者教育の授業を実施した学校数 

現状値（令和６年度） 
 

目標値（令和１１年度） 
 

国際理解教育の授業 

１２／１２校 

 

１３／１３校 

 

※講師を招いて選挙制度や民主政治についての学習や、地域課題について考える学習などの授業や、お

金の使い方や契約についての学習や、情報リテラシーに関わって個人情報や課金トラブルについての

学習などの授業を実施した学校数。 
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６ 参考資料 

用語の説明 本編中、*で記した用語の説明をしています。 

 

行 用語 説明 

あ 

 

アーカイブ化 資料や記録を、あとから見られるように整理して残すこ

と。 

ICT コンピューターやインターネットを使って情報をやり

とりしたり、学んだりすること。 

ICT 支援員 学校で ICT をうまく使えるようにサポートする人のこ

と。 

い 

 

いじめ 相手が嫌だと思うことをして、心や身体を傷つける行い

のこと。 

畏敬の念 素晴らしい物や大切な物に対して、「すごいな」「大事に

したいな」と心から思う気持ちのこと。 

生命（いのち）の安全教育 子どもが自分の命や体を守るために必要な知識や行動

を学ぶ教育のこと。 

インクルーシブ教育シス

テム 

障がいの有無などに関わらず、みんなが一緒に学べるよ

うに助け合う仕組みのこと。 

インクルーシブスポーツ 障がいの有無などに関わらず、だれでも参加できるよう

に工夫されたスポーツや運動のこと。 

 

 

う ウェルビーイング 心も体も、人とのつながりも、すべてが良い状態にある

こと。 
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え ALT 外国語の授業を手伝ってくれる外国人の先生のこと。 

栄養教諭 体にいい食べ物やバランスの良い食事のことを教えて

くれたり、給食の管理をしてくれたりする先生のこと。 

SOS の出し方に関する教

育を含む自殺予防教育 

困ったときや辛いときに、自分の気持ちを周りの人に伝

える方法を学び、命を大切にすることを教える授業のこ

と。 

か 課題解決学習 問題や疑問に自分で考え、工夫して答えや方法を見つけ

る学び方のこと。 

学校運営協議会 地域の人や保護者と学校の先生が一緒に、学校をよりよ

くするために話し合う会のこと。 

学校栄養職員 給食の準備や食べ物の管理をする人のこと。 

涵養
かんよう

 
よい考えや態度などを、時間をかけてゆっくり育てるこ

と。 

き キャリア教育 子どもが将来の仕事や生活について考え、自分の得意な

ことや興味を見つけながら、将来に役立つ力を育てる教

育のこと。 

キャリア形成 自分の将来の夢や目標に向けて、少しずつ経験や学びを

積み重ねていくこと。 

キャリア・ビジョン 将来どんな仕事や生き方をしたいか、はっきりとしたイ

メージを持つこと。 
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き 教育支援センター（ふれあ

い教室） 

学校で困っている子どもや先生を助けるための相談・支

援を行う施設。市総合教育センターの施設内に設置さ

れ、不登校などの子どもの活動支援（居場所づくり）や

保護者、学校との相談を行う。 

教育的に不利な環境のも

とにある子どもたち 

家庭や生活の状況などで、学校で勉強することが難しか

ったり、十分に学べなかったりする子どもたちのこと。 

共生社会プログラム どんな人でも仲良く助け合えるように、スポーツやいろ

いろな体験活動を通して学ぶこと。 

く グローカル教育 世界のこと（グローバル）と自分の住んでいる地域のこ

と（ローカル）を両方学び、考える教育のこと。 

クロスロード 災害が起きたときにどう行動するか、自分で考えて決め

る体験型の学習のこと。 

こ 校内支援委員会 学校の中で、学習や生活に困っている子どもをどう支援

するかを先生達が話し合う会のこと。 

子ども未来教室 学校や地域で、勉強に困っている子どもたちを手助けす

る場所のこと。 

こどもを守る所 危険に遭遇した子どもが、避難したり助けを求めたりで

きる場所のこと。 

個別の教育支援計画 生まれたときから中学・高校卒業まで、学校で困ってい

ることやできることをまとめて、どうやって助けたらい

いかを決めて書いた計画のこと。 

個別の指導計画 勉強や生活が難しい子が、わかるようにどんな目標で、

どんな順番で、どんな風に教えてもらうかをまとめた計

画のこと。 
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こ コミュニティ・スクール 学校運営協議会がある学校のこと。先生だけでなく地域

の人や保護者も学校づくりに関わる仕組みがある学校

のこと。 

コンプライアンス 法律やルール、決まりを守って行動すること。 

し CLM と個別の指導計画 「チェック・リスト・in 三重」というチェック表を使っ

て、保育所・幼稚園・こども園等に通う子どもの気にな

る行動についてまとめた幼児用の個別の指導計画のこ

と。 

市総合教育センター 子どもが安心して育ち学べるように、相談したり、先生

を育てたり、研究や資料をまとめたりする市の教育のた

めの施設のこと。 

志摩市教育情報セキュリ

ティポリシー 

志摩市の学校で使うパソコンやタブレット、データなど

の情報を安全に守るためのルールや方針のこと。 

SHIMA キャリア・パスポ

ート 

 子どもが自分の学びや成長、将来の夢などを記録して

まとめておくファイルやノートのこと。 

「しまらぶ」の心 地域や地域に住む人たち、地域に根ざす物・文化・歴史

などを含めた地域を愛する心のこと。地域理解と地域貢

献の意識も育んでいく。 

指導主事 学校の先生を助けたり、授業や教育活動がうまくいくよ

うに指導・支援したりする教育委員会の職員のこと。 

ジェンダーに関する意識 男の子・女の子などの性別に関する考え方や、自分や他

の人の性別に対する感じ方のこと。 

持続可能な社会の創り手 地球やみんなの暮らしを大切にして、ずっと安心して生

活できる社会を作ろうと考えて行動する人のこと。 
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し 地場産物 地域で作ったり育てたりしているもののこと。野菜や果

物、魚、伝統工芸品などが含まれる。本計画では市内産

に加え、県内産も含めた食材等を地場産物としている。 

授業のユニバーサルデザ

イン化 

勉強が得意な子も不得意な子も、みんながわかりやす

く、安心して学べるように授業や教室の工夫をするこ

と。 

情報活用能力段階表 子どもがパソコンやタブレット、インターネットなどを

使って情報を集めたり整理したり活用する力が、どのく

らいの段階にあるかを示した表のこと。 

情報共有システム 学校や教育の現場で、先生や関係者が必要な情報を安全

に共有できる仕組みのこと。 

情報リテラシー 情報を正しく見つけたり、正しく判断したり、安全に使

ったりする力のこと。 

生涯学習 子どもでも大人でも、ずっと新しいことを学んだり、経

験を増やしたりすること。 

す スクールカウンセラー 学校にいて、子どもの気持ちや困っていることの相談に

乗り、心のサポートをする専門の人のこと。 

スクールソーシャルワー

カー 

学校で、家庭や生活のことで困っている子どもや家族を

助けてくれる専門の人のこと。 

スポーツツーリズム スポーツを楽しむために旅行したり、観戦したりするこ

とを通して地域を訪れる活動のこと。 

せ 性的指向・性自認 自分が誰のことを好きになるか（性的指向）や、自分は

男の子か女の子か、それ以外かと感じること（性自認）。 
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せ 全国体力・運動能力、運動

習慣等調査 

全国の子どもたちがどれくらい体力があるか、運動が得

意か、普段どれくらい運動しているかを調べる調査のこ

と。全ての小学５年生と中学２年生を対象に毎年実施さ

れている。 

た 対話型生成 AI 人と会話をしながら、文章や画像などを作り出す人工知

能（AI）のこと。 

て 

 

デジタル・シティズンシッ

プ教育 

インターネットやスマートフォンなどのデジタル社会

で、みんなが安心して活動できるように考え、行動する

力を育てる教育のこと。 

電子申請 紙や窓口に行かずに、パソコンやスマートフォンを使っ

て申請や手続を行うこと。 

と 特別支援学校のセンター

的機能 

特別支援学校が、地域の小・中・高の学校や教育委員会

と連携して、特別な支援を必要とする子どもたちへの教

育や相談、指導をまとめて行う役割のこと。 

特別な支援を必要とする

子ども 

学習や生活で困っていることがあり、学校や周りの人か

ら少し特別な助けや工夫が必要な子どものこと。 

読書手帳 読んだ本や感想、学んだことを記録するための手帳のこ

と。 

は はぐくみファイル（志摩市

版パーソナルファイル） 

乳幼児期から大人になるまで、支援が必要な子どもの情

報をまとめたファイルのこと。保護者が保管し、関係す

る学校や施設に見せて支援に役立てる。 

ひ １人１台端末 子ども一人ひとりが学校で使えるタブレットなどの端

末のこと。 

一人ひとりが大切にされ

るための生活アンケート 

学校で嫌なことやいじめがないかを聞いて、みんなが安

心して過ごせるようにするためのアンケートのこと。年

間４回実施している。 
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ひ 避難所運営ゲーム HUG 災害時に避難所を安全・スムーズに運営するためのゲー

ム形式の学習活動のこと。 

ふ ブックスタート事業 赤ちゃんとその家庭に絵本を届け、親子で本に親しむき

っかけを作る事業のこと。 

プログラミング教育 コンピューターに命令して、自分の考えたことを実現す

る力を育てる学習のこと。 

へ ヘルプデスク パソコンやシステムの使い方で困ったときに、質問や相

談に答えて助けてくれる窓口のこと。 

ほ 防災ノート 地震や津波、台風などの災害に備え、危険や避難の方法、

家庭でできる防災対策を学ぶ教材のこと。 

「ほっとるーむ」・「結」 学校に行きづらい子どもが、自分のペースで安心して過

ごしながら学んだり遊んだりできる場所のこと。 

ホストタウン交流事業 オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、日本の

町や市が外国の国や地域と仲良く交流する活動のこと。 

め メディアリテラシー教育 テレビや新聞、インターネットなどの情報を正しく理解

し、安全に使う力を育てる教育のこと。 

や ヤングケアラー 幼い弟や妹、病気や障がいがある家族の世話や家事を手

伝う子どものこと。 

ら ラーケーション 保護者の休みと合わせて子どもが学校を休み、家や旅行

先での体験活動を通して学びと家族の時間を両立でき

る仕組みのこと。 

れ レファレンス 図書館の職員が、知りたいことに合った本や資料を一緒

に探してくれるサービスのこと。 
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